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国
選
付
添
人
制
度
（
少
年
事
件
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
選
付
添
人
制
度
は
、
平
成
十
二
年
の
少
年
法
改
正
で
、
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
等
一
定
の

重
大
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
非
行
事
実
の
認
定
手
続
の
適
正
化
を
図
る
た
め
に
少
年
審
判
へ
の
検
察
官
関
与
を
認
め
る
制
度
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
と
の
均
衡
上
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
い
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
職
権
で
国
選
付
添
人
を

付
す
る
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
次
い
で
、
平
成
十
九
年
の
少
年
法
改
正
で
は
、
検
察
官
関
与
対
象
事
件
等
で

観
護
措
置
が
と
ら
れ
少
年
鑑
別
所
に
送
致
さ
れ
た
場
合
に
も
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
い
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判

所
の
裁
量
に
よ
り
国
選
付
添
人
を
付
す
る
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
年
の
少
年
法
改
正
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
場
合
、
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害

者
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
等
一
定
の
重
大
事
件
の
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
（
被
害
者
の
権
利

保
護
）
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
、
被
害
者
等
の
傍
聴
を
許
す
場
合
で
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
い
な

い
場
合
に
、
家
庭
裁
判
所
が
こ
れ
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

国
選
付
添
人
制
度
の
運
用
状
況
を
み
る
と
、
平
成
二
十
二
年
の
司
法
統
計
（
最
高
裁
判
所
）
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
運
転
過
失

致
死
傷
事
件
及
び
道
路
交
通
法
違
反
事
件
等
を
除
い
た
一
般
保
護
事
件
の
終
局
総
人
員
五
万
三
千
六
百
三
十
二
人
の
う
ち
国
選

一



付
添
人
が
付
さ
れ
た
少
年
は
三
百
四
十
二
人
で
あ
る
。
観
護
措
置
が
と
ら
れ
た
少
年
の
数
は
一
万
六
百
三
十
九
人
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
約
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
三
千
百
八
十
五
人
が
少
年
院
送
致
決
定
を
受
け
て
い
る
一
方
、
観
護
措
置
が
と
ら
れ
て

い
な
い
少
年
四
万
二
千
九
百
九
十
三
人
に
つ
い
て
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
百
十
四
人
の
み
が
少
年
院
送
致
決
定
を

受
け
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
観
護
措
置
を
と
ら
れ
た
少
年
は
、
そ
う
で
な
い
少
年
に
比
し
て
、
少
年
院
送
致
決
定
が
さ
れ

る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
（
刑
事
事
件
の
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
同
年
の
司
法
統
計
に
よ
れ
ば
、
地
方
裁
判
所
の
刑
事
事
件

の
終
局
総
人
員
六
万
二
千
八
百
四
十
人
の
う
ち
六
万
二
千
四
百
一
人
に
弁
護
人
が
つ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
国
選
弁

護
人
が
つ
い
て
い
る
被
告
人
は
五
万
二
千
七
百
七
十
九
人
で
あ
り
、
被
疑
者
段
階
か
ら
国
選
弁
護
人
が
つ
い
て
い
る
者
は
三
万

二
千
四
百
六
十
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
）

ま
た
、
少
年
の
主
張
に
十
分
耳
を
傾
け
る
な
ど
し
て
、
少
年
の
納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
手
続
を
踏
ん
で
非
行
事
実
の
認
定

が
適
正
に
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
適
切
な
処
遇
決
定
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
年
の
自
立
的
な
更
生
の
た
め
に
極
め
て
有
効
で
あ

る
上
、
誤
っ
た
事
実
認
定
は
、
少
年
の
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
年
審
判
制
度
全
体
の
信
頼
を
揺
る
が
し
か

ね
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
専
門
家
で
あ
る
弁
護
士
を
付
添
人
と
し
て
付
す
る
必
要
性
は
高
い
。

右
制
度
の
概
要
と
当
該
制
度
の
運
用
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
、
政
府
に
質
問
す
る
。

二



一

こ
れ
ま
で
、
非
行
事
実
の
認
定
手
続
の
適
正
化
や
少
年
の
権
利
保
護
等
の
た
め
に
、
国
選
付
添
人
制
度
を
導
入
し
、
そ
の

範
囲
は
制
度
上
拡
大
し
て
い
る
と
了
知
す
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
現
行
の
国
選
付
添
人
制
度
が
制
度
創
設
の
趣
旨
を
充
分

に
実
現
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
の
か
否
か
。

二

一
の
回
答
が
否
で
あ
る
場
合
、
政
府
は
、
現
行
の
国
選
付
添
人
制
度
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
を
、
現
段
階
で
、
検
討
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
。

三

こ
れ
ま
で
の
法
改
正
で
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
被
疑
者
国
選
付
添
人
制
度
の
対
象
事
件
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い

て
は
右
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
家
裁
送
致
後
の
少
年
に
対
す
る
国
選
付
添
人
制
度
の
適
用
は
、
今
な
お
、
非
常
に
限
定

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
将
来
、
少
年
が
社
会
に
果
た
す
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
不
当
に
剥
奪
し
な
い
よ
う
、
ま

た
、
少
年
自
身
の
自
己
反
省
や
立
ち
直
り
を
促
す
た
め
に
も
、
観
護
措
置
が
と
ら
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
全
て
国
選
付
添
人

を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


